
高齢者徒歩圏
（半径500ｍ）

住宅地ゾーン

商業業務ゾーン

観光地ゾーン

検討区域
（日和山公園周辺地区）

◆お祭りやイベントの継続・発展

・イベント回数増加、活動エリア拡大の促進

・若者の協力体制構築の促進

◆観光客の受け入れ体制の整備・検討

・案内サイン整備

・駐車場整備

・遊歩道の整備

・おしゃれな飲食店等の誘致検討

◆居住環境の整備推進

・空き家の解消

・空き家のリノベーション促進

・自然災害への対策の推進

◆生活利便施設等の誘致検討

・スーパーマーケットやコンビニ等の誘致検討

・介護施設の誘致検討

・集会所の移設検討

◆地区内の新たな移動手段の検討

・デマンドバス、タクシーなどの導入検討

・カーシェアの導入検討

◆関連施設等の整備推進

・ガードレールの整備推進

・電柱移設の検討

【地区全体の取り組み案】

◆景観スポットの整備推進

・遊歩道や展望台等の整備推進

◆日和山公園の再整備

・日和山公園の拡張

・駐車場の整備

・遊具や健康遊具の整備

・水飲みの整備

・桜や記念樹、花など植栽の整備

◆地区住民等の活動の強化

・清掃、草刈回数増加の促進

・イベント回数増加の促進

◆休憩施設の整備検討

・歩行者用の休憩施設の整備検討

生活道路の整備検討

安全・快適な歩行空間の整備検討

地区防災道路の整備検討

地区内幹線道路の整備検討

日和山公園周辺地区 まちづくり構想図

※「地区内幹線道路、地区防災道路、生活道路、
歩行空間」の具体的なルートについては、
今後、技術的な検討等を行い、決定します。

・若者等が住み替えや移住しやすい環境の形成

関門海峡を望み暮らし続けることのできるまち

安全安心で快適に

過ごせるまちをつくる

健康で笑顔あふれる

まちをつくる

歴史文化が受け継がれる

にぎわいのあるまちをつくる

・地区内の主要なアクセス道路で、歩行者の通行に
配慮した道路

＜地区防災道路＞
・緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動が行える
道路
＜生活道路＞
・建築基準法の道路の定義に基づく道路
＜安全・快適な歩行空間＞
・手すりのある階段、または傾斜の緩やかなスロープ等
・歩車分離された歩道またはカラー舗装化された幅広な
路肩空間等

地区外幹線道路（既存）

・歴史を活かした整備

◆観光客の受け入れ体制の整備・検討

居住環境の整備推進

◆地区内外のアクセス性の向上及び防災性の向上を

図る整備


